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井 田 病 院 院 内 保 安 警 備 業 務 仕 様 書  

 

１  目 的  

本 件 は 、 川 崎 市 立 井 田 病 院 の 保 安 警 備 及 び こ れ に 付 随 す る 業 務 に つ い

て 、 専 門 的 な 知 識 と 技 能 を 有 す る 受 託 者 に 業 務 を 委 託 す る こ と に よ り 、

火 災 ・ 盗 難 等 の 事 故 を 未 然 に 防 止 す る 等 、 業 務 の 円 滑 か つ 適 正 な 運 営 を

確 保 し 、 患 者 サ ー ビ ス の 向 上 に 寄 与 す る こ と を 目 的 と す る 。  

２  委 託 期 間  

令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 ９ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で  

３  履 行 場 所  

川 崎 市 中 原 区 井 田 ２ － ２ ７ － １  川 崎 市 立 井 田 病 院  

４  委 託 業 務  

委 託 業 務 は 次 の と お り と し 、 詳 細 は 別 紙 「 業 務 明 細 書 」 の と お り と す

る 。  

た だ し 、 業 務 明 細 書 に 示 さ れ た 人 工 数 、 警 備 時 間 等 は 、 各 ポ ス ト に お

け る 警 備 業 務 （ 警 備 員 配 置 ） 時 間 を 示 し た も の で あ り 、 個 々 の 警 備 員 の

仮 眠 時 間 、 休 憩 時 間 、 休 日 等 は 含 ま れ て い な い 。  

(１ )保 安 警 備 業 務  

(２ )防 災 セ ン タ ー 監 視 業 務  

(３ )敷 地 内 誘 導 整 理 業 務  

(４ )駐 車 場 割 引 業 務  

５  業 務 計 画 書 等 の 提 出 及 び 承 認  

受 託 者 は 、 本 業 務 の 実 施 に あ た っ て 、 業 務 計 画 書 や 関 係 法 令 に 基 づ く

書 類 等 を 速 や か に 提 出 し 、 委 託 者 と 協 議 を 行 い 、 そ の 承 認 を 受 け る も の

と す る 。  
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６  受 託 者 の 責 務  

(１ )一 般 的 注 意 事 項  

受 託 者 は 、 業 務 を 遂 行 す る に あ た っ て 、 公 的 医 療 機 関 と し て 市 民 に 適

切 な 医 療 サ ー ビ ス を 提 供 す る も の で あ る こ と を 認 識 し 、 身 だ し な み 、 言

葉 づ か い 等 に 十 分 配 慮 し な け れ ば な ら な い 。  

(２ )関 係 法 令 の 遵 守  

受 託 者 は 、 警 備 業 法 第 ４ 条 に 定 め て い る 都 道 府 県 公 安 委 員 会 の 認 定 を

受 け て い る こ と 。 な お 、 受 託 者 は 委 託 契 約 開 始 前 に 都 道 府 県 公 安 委 員 会

の 認 定 証 の 写 し を 委 託 者 へ 提 出 す る こ と 。  

ま た 、 受 託 者 は 、 業 務 を 遂 行 す る に あ た り 、 関 係 法 令 を 遵 守 し 、 市 民

の 信 頼 を 失 う 事 の 無 い よ う 細 心 の 注 意 を 払 わ な け れ ば な ら な い 。  

(３ )守 秘 義 務  

受 託 者 は 、 業 務 上 知 り 得 た 秘 密 を 第 三 者 に 漏 ら し て は な ら な い 。 ま た 、

契 約 の 解 除 及 び 期 間 満 了 後 に お い て も 同 様 と す る 。  

(４ )業 務 従 事 者 の 制 服 等  

受 託 者 は 、 委 託 者 と 受 託 者 と の 協 議 に よ り 定 め た 制 服 及 び 名 札 を 受 託

者 の 負 担 に お い て 業 務 従 事 者 に 着 用 さ せ な け れ ば な ら な い 。  

(５ )総 括 責 任 者 の 選 任  

受 託 者 は 、 本 業 務 を 総 括 す る 責 任 者 （ 以 下 「 総 括 責 任 者 」 と い う 。 ）

を 選 任 し 、 委 託 者 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

(６ )総 括 責 任 者 の 責 務  

総 括 責 任 者 は 、 受 託 業 務 の 遂 行 に 際 し て 、 委 託 者 と 常 に 連 絡 を 密 に し 、

必 要 な 報 告 を 随 時 行 う と と も に 業 務 従 事 者 を 指 揮 監 督 す る も の と す る 。  

(７ )業 務 従 事 者 の 指 導 教 育  

受 託 者 は 、 業 務 従 事 者 に 対 し て 業 務 を 遂 行 す る 上 で 必 要 な 教 育 訓 練 （

委 託 者 か ら の 指 示 に よ り 実 施 す る 教 育 研 修 を 含 む 。 ） を 適 切 か つ 速 や か

に 行 わ な け れ ば な ら な い 。  
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ま た 、 行 っ た 教 育 訓 練 及 び 受 講 し た 研 修 を 速 や か に 委 託 者 へ 報 告 し な

け れ ば な ら な い 。  

(８ )代 替 要 員 の 確 保  

受 託 者 は 、 受 託 者 の 事 情 に よ っ て 業 務 従 事 者 の 欠 落 が 生 じ る こ と の な

い よ う 代 替 要 員 の 確 保 等 、 必 要 な 措 置 を 講 じ る と と も に 、 業 務 の 円 滑 な

遂 行 の た め 必 要 な 体 制 を 整 え な け れ ば な ら な い 。  

(９ )消 防 訓 練 及 び 災 害 医 療 訓 練 等 へ の 参 加  

受 託 者 は 、 消 防 訓 練 及 び 災 害 医 療 訓 練 、 そ の 他 管 理 運 営 上 必 要 な 事 業

等 に つ い て 委 託 者 と 協 議 を 行 い 、 積 極 的 に 参 加 し な け れ ば な ら な い 。  

(10)損 害 賠 償  

受 託 者 は 、 業 務 の 実 施 に あ た り 、 故 意 又 は 重 大 な 過 失 に よ り 、 委 託 者

ま た は 第 三 者 に 損 害 を 与 え た と き は 、 そ の 損 害 を 賠 償 し な け れ ば な ら な

い 。  

(11)感 染 症 等 に 関 す る 衛 生 管 理  

受 託 者 は 警 備 業 務 に あ た っ て 、 病 院 と い う 施 設 の 特 殊 性 を 考 慮 し 、 井

田 病 院 院 内 感 染 対 策 マ ニ ュ ア ル 等 に 準 じ た 感 染 防 止 対 策 を 講 じ て 作 業 を

行 い 、 関 係 法 令 等 に 基 づ く 業 務 従 事 者 の 定 期 健 康 診 断 や 職 業 感 染 に 関 す

る 健 康 管 理 を 受 託 者 の 負 担 に お い て 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

前 述 の 定 期 健 康 診 断 等 と し て 、 業 務 従 事 者 全 員 へ 胸 部 レ ン ト ゲ ン 検 査

を 年 １ 回 実 施 の 上 、 検 査 結 果 は 、 受 託 者 が 管 理 し 、 委 託 者 に 速 や か に 報

告 し な け れ ば な ら な い 。  

受 託 者 及 び 委 託 者 は 、 病 院 内 や 受 託 業 務 従 事 者 間 で 発 生 し た 感 染 症 等

の 情 報 を 相 互 に 提 供 し 、 院 内 感 染 の 拡 大 予 防 に 努 め な け れ ば な ら な い 。

ま た 、 受 託 者 は 感 染 対 策 等 に つ い て 、 委 託 者 に 相 談 で き る も の と す る 。  

な お 、 業 務 従 事 者 が 感 染 症 等 に 感 染 し た 場 合 に は 、 委 託 者 の 指 示 に 従

い 、 当 該 従 事 者 へ の 措 置 及 び 他 の 者 に 感 染 す る こ と が 無 い よ う に 受 託 者

の 負 担 に お い て 感 染 対 策 を 迅 速 に 講 じ な け れ ば な ら な い 。  
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 (1 2)報 告 事 項  

   受 託 者 は 、 報 告 事 項 な ど が あ る 場 合 に は 、 報 告 書 を 提 出 す る こ と 。 た

だ し 物 損 事 故 等 に 関 し て は 状 況 写 真 を 添 付 す る こ と 。  

７  業 務 場 所 等 の 提 供  

委 託 者 は 、 警 備 業 務 遂 行 に 必 要 な 業 務 場 所 を 受 託 者 に 提 供 す る も の と

し 、 こ れ に 必 要 な 光 熱 水 費 に つ い て も 委 託 者 が 負 担 す る 。 た だ し 、 消 耗

品 に つ い て は 、 受 託 者 が 用 意 し な け れ ば な ら な い 。  

８  業 務 従 事 者 の 配 置 計 画 表 の 提 出  

受 託 者 は 、 業 務 従 事 者 の 毎 月 の 配 置 計 画 表 を 、 速 や か に 委 託 者 に 提 出

し な け れ ば な ら な い 。  

９  完 了 届 等 の 提 出  

受 託 者 は 、 当 月 の 業 務 終 了 後 、 速 や か に 完 了 届 及 び 報 告 書 を 委 託 者 に

提 出 し 、 当 該 業 務 の 履 行 状 況 に つ い て 検 査 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

10 委 託 料 の 請 求  

受 託 者 は 、 前 項 の 検 査 合 格 後 、 委 託 者 の 指 定 す る 方 法 で 当 該 委 託 料 を

請 求 す る も の と す る 。  

11 そ の 他  

 契 約 期 間 の 満 了 ま た は 、 解 約 等 に よ り 、 委 託 業 務 を 受 託 者 以 外 に 引 き  

継 ぐ 場 合 は 変 更 の 概 ね １ か 月 ～ ２ か 月 前 か ら 次 期 受 託 業 者 に 業 務 内 容 の  

  全 て を 引 継 ぎ 、 病 院 運 営 に 支 障 を 与 え な い こ と 。  
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Ⅰ  保 安 警 備 業 務 明 細 書  

 

１  受 託 者 は 、 本 明 細 書 に 基 づ き 保 安 警 備 を 遂 行 す る も の と す る 。  

ま た 、 保 安 警 備 従 事 者 に 必 要 な 研 修 を 行 い 、 円 滑 な 業 務 執 行 体 制 を 確 保

す る も の と す る 。  

２  警 備 時 間 及 び 業 務 執 行 体 制  

警 備 ・ 面 会 案 内 、 防 災 セ ン タ ー 監 視 業 務  

９ 時 か ら 翌 朝 ９ 時 ま で は 、 ３ 人 工 と し 、 平 日 ９ 時 か ら １ ４ 時 ま で は プ ラ

ス １ 人 工 と す る 。  

  た だ し 、 上 記 は 実 働 時 間 を 示 す も の で 、 休 憩 ・ 交 代 時 間 は 含 ま れ な い も

の と す る 。  

３  受 託 者 は 、 保 安 警 備 業 務 に 耐 え 得 る 身 体 強 健 、 身 元 確 実 な 警 備 員 を 配 置

し 、 契 約 業 務 を 確 実 に 遂 行 す る も の と す る 。  

４  受 託 者 は 、 業 務 の 実 施 に あ た り 、 あ ら か じ め 警 備 員 名 簿 （ 身 上 書 添 付 ）

を 委 託 者 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 ま た 、 警 備 員 を 交 替 す る 場 合 も 同 様

と す る 。  

５  受 託 者 は 警 備 員 の 編 成 に お い て 、 常 に 警 備 責 任 者 （ チ ー フ ） を 配 置 す る

も の と す る 。  

６  警 備 員 は 次 の 業 務 を 行 う 。  

(１ )病 院 で 定 め る 「 井 田 病 院 セ キ ュ リ テ ィ ー カ ー ド の 運 用 基 準 」 等 に 従 っ た

井 田 病 院 職 員 及 び 井 田 病 院 内 出 入 者 （ 業 者 を 含 む 。 ） の 状 況 確 認 。  

(２ )井 田 病 院 内 及 び 井 田 病 院 周 辺 の 巡 視 、 火 災 、 盗 難 、 酔 っ 払 い 、 迷 子 等 へ

の 対 応 。  

(３ )院 内 巡 視  

ア  火 災 、 盗 難 、 事 故 、 そ の 他 災 害 の 予 防 に 努 め 、 必 要 に 応 じ て 官 公 署 及

び 職 員 に 通 報 措 置 を と る 。  

イ  毎 日 、 ９ 時 か ら 翌 日 ９ 時 ま で の 間 に 、 １ ２ 回 以 上 巡 視 を 行 う こ と 。  
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ウ  夜 間 の 巡 視 を 重 点 的 に 行 う こ と 。  

エ  刻 時 鍵 は 、 巡 視 の 際 必 ず 持 参 し チ ェ ッ ク ポ イ ン ト で 刻 時 し 、 翌 朝 刻 時

時 計 か ら は ず し 警 備 日 誌 に 添 付 し 、 委 託 者 へ 提 出 す る こ と 。 （ 本 館 ・ 別

館 ） ※ 刻 時 鍵 は 受 託 者 で 用 意 す る も の と し 、 チ ェ ッ ク ポ イ ン ト （ 必 要 な

鍵 ） は ５ か 所 で あ り 、 メ ー カ ー は Ａ Ｍ Ａ Ｎ Ｏ 製 Ｐ Ｒ ６ ０ ０ と す る 。  

オ  夜 勤 看 護 師 の 交 代 時 （ ０ 時 ０ ０ 分 か ら １ 時 ３ ０ 分 ま で ） に 、 本 館 １ 階

・ 別 館 の 巡 視 を 重 点 的 に 行 う こ と 。  

カ  警 備 日 誌 へ の 記 載 は 、 該 当 時 刻 ご と に そ の 都 度 実 施 し 、 翌 朝 ９ 時 ３ ０

分 ま で に 委 託 者 に 提 出 す る こ と 。  

(４ )病 院 内 外 の 警 備 、 管 理 （ 火 気 、 点 灯 、 消 灯 、 不 要 箇 所 の 節 電 、 施 錠 、 事

故 発 生 時 の 救 急 連 絡 事 項 、 消 防 訓 練 、 災 害 医 療 訓 練 ）  

(５ )土 曜 日 、 日 曜 日 及 び 休 日 並 び に 平 日 夜 間 の 郵 便 物 、 配 達 物 等 の 収 受 及 び

保 管  

ア  入 院 患 者 の 物 品 は 、 入 院 中 か 否 か 確 認 す る こ と 。  

イ  書 留 郵 便 に つ い て は 、 受 領 年 月 日 や 時 間 等 を 受 領 簿 に 確 実 に 記 録 す る

こ と 。  

ウ  休 日 に お け る 、 業 者 の 搬 入 、 搬 出 の 場 合 に つ い て は 受 付 受 領 （ 後 日 処

理 ） 。  

エ  病 院 職 員 及 び 各 部 署 へ の 贈 答 品 等 は 受 領 し な い こ と 。  

(６ )各 種 鍵 の 保 管 （ 貸 出 及 び 収 納 ） 及 び 記 録  

(７ )各 部 屋 及 び 玄 関 等 の 戸 締 り 及 び 鍵 開 け ※ 開 錠 ・ 施 錠 ル ー ル は 別 紙 １ 参 照 。  

(８ )入 院 患 者 の 無 断 外 出 の 対 応 及 び 捜 査 通 報  

(９ )建 物 等 の 破 損 箇 所 の 発 見 及 び 連 絡  

(10)市 旗 等 の 掲 揚 及 び 降 納  

ア  毎 日 、 市 旗 の 掲 揚 及 び 降 納  

イ  祝 日 、 国 旗 の 掲 揚 及 び 降 納  

(11)公 衆 電 話 及 び 自 動 販 売 機 の 苦 情 対 応 及 び 委 託 者 へ の 報 告  
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( 12)拾 得 物 ・ 紛 失 物 の 一 次 受 付 、 届 出 者 ・ 所 有 者 等 へ の 対 応 、 遺 失 物 の 管 理  

(13)準 夜 勤 務 看 護 師 帰 宅 タ ク シ ー 等 の 配 車 業 務  

(14)霊 安 室 使 用 時 の 開 閉 及 び 連 絡 （ リ ネ ン セ ン タ ー 等 ）  

(15)面 会 案 内 業 務  

ア  面 会 者 の 応 接 を 行 う 。 た だ し 、 重 症 患 者 に 対 す る も の は 、 病 棟 に 連 絡

し て 対 応 す る 。  

イ  入 院 台 帳 等 を も と に 病 棟 入 院 患 者 を 検 索 す る 。  

ウ  面 会 者 及 び 家 族 介 助 者 に 、 来 院 者 記 録 簿 へ 必 要 事 項 を 記 帳 さ せ 、 面 会

シ ー ル を 渡 す こ と 。  

エ  新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス や 新 た な 感 染 症 の 流 行 に 伴 い 、 病 院 内 が 面 会 を 制

限 し て い る 場 合 は 、 入 院 患 者 の 荷 物 を 家 族 等 が 持 参 し た 場 合 、 入 院 患 者

の い る 病 棟 看 護 師 に 確 認 し 、 荷 物 を 預 か る こ と 。 面 会 の 制 限 が 解 除 さ れ

た 場 合 は 、 従 前 の 対 応 と す る 。  

(16)救 急 患 者 及 び 救 急 車 輌 の 誘 導 及 び 案 内  

(17)正 面 玄 関 及 び 時 間 外 ・ 職 員 入 口 周 辺 の 歩 行 者 等 の 安 全 確 保  

(18)自 動 精 算 機 の 締 め 作 業 時 の 警 備 （ 平 日 午 後 に 庶 務 課 職 員 に 同 行 ）  

(19)早 朝 （ 午 前 7時 30分 ～ 8時 ） の 診 療 受 付 順 番 待 ち 発 券 機 の 発 券 業 務  

(20)病 院 が 行 う 駐 車 券 割 引 業 務  

  ※ 平 日 午 前 中 に 関 し て は 、 Ⅳ 駐 車 券 割 引 業 務 明 細 書 の と お り と す る 。  

(21)新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 疑 い 患 者 が 来 院 し た 場 合 は 、 コ ン テ ナ 外 来 へ 案 内 す

る こ と 。 ま た 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 患 者 が 救 急 車 等 で の 入 退 院 時 は 、 地 下

１ 階 Ｃ 階 段 前 の 扉 よ り 、 案 内 す る こ と 。  

７  巡 回 警 備 は 、 火 災 、 盗 難 、 防 犯 の 予 防 上 必 要 と 認 め た 箇 所 に 設 置 し た 巡

回 刻 時 鍵 を 確 認 の 上 、 次 の 事 項 に 留 意 し て 巡 回 を 行 う も の と す る 。  

(１ )浮 浪 者 、 不 審 者 等 の 不 法 侵 入 者 の 排 除  

(２ )施 錠 す べ き 窓 、 便 所 、 扉 、 シ ャ ッ タ ー の 点 検  

(３ )緊 急 時 の 安 全 確 認 、 防 火 扉 、 非 常 口 、 階 段 等 の 機 能 点 検  
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(４ )た ば こ の 吸 い 殻 、 電 気 器 具 、 ガ ス 器 具 、 冷 暖 房 器 具 の 安 全 確 認  

(５ )窓 、 扉 、 そ の 他 破 損 箇 所 の 点 検 と 確 認  

(６ )そ の 他 火 災 、 盗 難 、 防 犯 の 予 防 上 必 要 と 認 め ら れ る 措 置  

８  警 備 員 は 、 緊 急 を 要 す る 事 故 等 が 発 生 し た 場 合 は 委 託 者 の 指 定 す る 職 員

に 連 絡 す る と と も に 、 警 察 署 、 消 防 署 へ 通 報 す る も の と す る 。  

９  警 備 員 は 、 警 備 時 間 中 に 取 り 扱 っ た 重 要 な 事 項 、 そ の 他 引 継 ぎ を 要 す る

事 項 を 後 任 者 に 必 ず 引 き 継 が な け れ ば な ら な い 。  

10  警 備 員 は 、 患 者 あ る い は 来 院 者 か ら の 各 種 問 合 せ に 対 し て 軽 易 な も の を

除 き 、 委 託 者 と 協 議 の 上 、 慎 重 に 取 り 扱 う も の と す る 。  

11  委 託 者 は 、 受 託 者 の 業 務 中 の 事 故 に つ い て は 、 一 切 そ の 責 任 を 負 わ な い 。  

12  前 述 ま で の 事 項 は 、 委 託 者 の 院 内 保 安 警 備 業 務 の 大 要 を 示 す も の で あ り 、

警 備 上 、 記 載 さ れ て い な い 事 項 が 発 生 し た 場 合 に は 、 委 託 者 と 受 託 者 が 協

議 し て 決 定 す る も の と す る 。 た だ し 、 緊 急 時 は 、 受 託 者 の 判 断 に お い て 臨

機 の 措 置 を 行 う も の と す る 。  
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Ⅱ  防 災 セ ン タ ー 監 視 業 務 明 細 書  

 

１  受 託 者 は 、 本 明 細 書 に 基 づ き 、 防 災 セ ン タ ー 監 視 業 務 を 遂 行 す る も の と

す る 。  

  防 災 セ ン タ ー 監 視 業 務 に 従 事 す る 者 は 、 全 て の 者 が 防 災 セ ン タ ー 要 員 講

習 又 は 自 衛 消 防 業 務 講 習 を 受 講 し 、 「 防 災 セ ン タ ー 要 員 講 習 終 了 証 」 又 は

「 自 衛 消 防 業 務 講 習 修 了 証 」 を 有 す る と と も に 「 井 田 病 院 消 防 計 画 」 を 理

解 し 行 動 す る こ と 。  

２  防 災 セ ン タ ー 要 員 配 置 時 間 及 び 業 務 執 行 体 制  

「 Ⅰ  保 安 警 備 業 務 明 細 書 」 の 業 務 執 行 体 制 内 で 実 施 す る こ と 。  

３  受 託 者 は 、 本 契 約 を 遂 行 す る た め 、 業 務 に 耐 え 得 る 身 体 強 健 、 身 元 確 実

な 防 災 セ ン タ ー 要 員 を 配 置 し 、 業 務 を 遂 行 す る も の と す る 。  

４  受 託 者 は 、 業 務 の 実 施 に あ た り 、 あ ら か じ め 防 災 セ ン タ ー 要 員 名 簿 （ 身

上 書 添 付 ） を 委 託 者 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 ま た 、 防 災 セ ン タ ー 要 員

を 交 替 す る 場 合 も 同 様 と す る 。  

５  受 託 者 は 、 防 災 セ ン タ ー 要 員 の 編 成 に お い て 、 常 に 責 任 者 （ チ ー フ ） を

配 置 す る も の と す る 。  

６  防 災 セ ン タ ー 要 員 は 、 中 央 監 視 室 と 連 携 を 取 り な が ら 、 次 の 業 務 を 行

う 。  

(１ )防 災 セ ン タ ー 内 に お け る 各 機 種 の 監 視 及 び 操 作 業 務  

ア  イ ン タ ー フ ェ ー ス 盤 （ 火 報 ）  

 イ  複 合 Ｇ Ｒ 型 受 信 盤 （ 火 災 通 報 装 置 含 む ）  

 ウ  非 常 業 務 放 送  

 エ  航 空 灯 火 照 明 操 作 盤 ・ イ ン タ ー ホ ン  

 オ  誘 導 灯 信 号 装 置  

 カ  Ｉ Ｔ Ｖ 液 晶 モ ニ タ  

 キ  防 災 監 視 操 作 シ ス テ ム  
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 ク  入 退 室 管 理 操 作 シ ス テ ム  

 ケ  ド ア ホ ン モ ニ タ 一 式  

(２ )火 災 の 予 防 及 び 警 戒 業 務  

(３ )火 災 、 地 震 な ど の 予 防 措 置 業 務  

ア  避 難 誘 導 通 路 及 び 階 段 な ど の 障 害 物 の 排 除 勧 告  

イ  自 衛 防 火 組 織 へ の 参 加 と 協 力  

ウ  消 防 訓 練 の 活 動 補 佐  

(４ )緊 急 事 態 発 生 時 の 措 置 業 務  

災 害 等 の 緊 急 時 に は 、 別 途 定 め る 「 災 害 対 策 マ ニ ュ ア ル 」 に よ り 、 委 託 者

と 連 携 し 対 応 を 行 う 。  

(５ )防 災 セ ン タ ー 監 視 日 誌 を 記 載 し 、 翌 朝 委 託 者 に 提 出 す る こ と 。  

７  緊 急 発 生 時 に お い て は 、 委 託 者 の 指 定 す る 職 員 に 連 絡 す る と と も に 、 消

防 署 等 関 係 機 関 へ 通 報 す る も の と す る 。  

８  防 災 セ ン タ ー 要 員 は 、 勤 務 時 間 中 に 取 扱 っ た 重 要 な 事 項 、 そ の 他 引 継 ぎ  

を 要 す る 事 項 を 後 任 者 に 必 ず 引 継 が な け れ ば な ら な い 。    

９  委 託 者 は 、 受 託 者 の 業 務 中 の 事 故 に つ い て 、 一 切 そ の 責 任 を 負 わ な い 。  

10 以 上 の 事 項 は 、 履 行 場 所 の 防 災 セ ン タ ー 監 視 業 務 の 大 要 を 示 す も の で あ  

り 、 業 務 遂 行 上 、 記 載 さ れ て い な い 事 項 が 発 生 し た 場 合 に は 、 委 託 者 と 受

託 者 が 協 議 し て 決 定 す る も の と す

る 。                                                                                                  

た だ し 、 緊 急 時 に お い て は 、 受 託 者 の 判 断 に お い て 臨 機 の 措 置 を 行 う も

の と す る 。  
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 Ⅲ  敷 地 内 誘 導 整 理 業 務 明 細 書  

 

１  受 託 者 は 、 本 明 細 書 に 基 づ き 、 敷 地 内 誘 導 整 理 業 務 を 遂 行 す る も の と す

る 。  

２  配 置 時 間 及 び 業 務 執 行 体 制  

平 日  ７ 時 ３ ０ 分 か ら １ ７ 時 ０ ０ 分 ま で  １ 人 工  

３  業 務 内 容  

(１ )公 道 と 病 院 敷 地 内 と の 車 両 の 出 入 り 及 び 歩 行 者 の 安 全 誘 導  

(２ )駐 車 場 の 整 理 及 び 車 両 の 誘 導  

(３ )不 法 駐 車 、 長 期 駐 車 等 の 確 認 及 び 報 告  

(４ )自 転 車 の 誘 導 及 び 駐 輪 場 整 理 を す る こ と  

(５ )来 院 者 （ 緊 急 呼 出 に よ る 当 院 職 員 等 を 除 く 。 ） 以 外 の 車 両 を 排 除 す る こ

と  

(６ )敷 地 内 の タ ク シ ー 等 の 誘 導 、 整 理  

(７ )渋 滞 時 の 交 通 整 理 及 び 車 の 誘 導  

(８ )敷 地 内 に お け る 軽 易 な 苦 情 等 へ の 対 応  

４  委 託 者 は 、 受 託 者 の 敷 地 内 誘 導 整 理 業 務 従 事 者 に 業 務 中 の 事 故 が 発 生 し

て も 一 切 そ の 責 任 を 負 わ な い 。  
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 Ⅳ  駐 車 券 割 引 業 務 明 細 書  

 

１  受 託 者 は 、 本 明 細 書 に 基 づ き 、 駐 車 券 割 引 業 務 を 遂 行 す る も の と す る 。  

 

２  配 置 時 間 及 び 業 務 執 行 体 制  

  平 日  ８ 時 ３ ０ 分 か ら １ ２ 時 ０ ０ 分 ま で   １ 人 工  

 

３  業 務 内 容  

  来 院 者 の 駐 車 券 の 割 引 処 理  

 

４  業 務 場 所  

  正 面 玄 関 付 近 （ 屋 内 ）  

 

５  そ の 他  

  業 務 に 必 要 な 椅 子 等 の 備 品 類 に つ い て は 、 委 託 者 が 用 意 す る も の と す る 。  



  

                                         別紙１ 

   開錠・施錠ルール 

 

 階    所 属  

 

 

 

 

 

 ２階 

23 番 婦人科外来 

24 番 内視鏡室 

25 番 化学療法センター 

28 番 がん・総合センター 

庶務課 

図書室 

院長・副院長室 

診療部長室 

看護部管理室 

医師・看護師研修室 

三役会議室 

応接室 

 平日のみ     ６：００開錠 

         ２１：００施錠 

 

   ※24 番内視鏡室は 

    火曜日 ２３:００巡回時に施錠。 

 

 

 １階 

20 番 画像診断受付 

21 番 採血室受付 

 平日のみ      ５：００開錠 

           清掃後施錠 

22 番 生理機能検査  平日のみ      ５：００開錠 

           施錠不要 

外来スタッフルーム  平日のみ      ６：００開錠 

          ２１：００施錠 

 

B１階 

リネンセンター（２箇所） 

ベッドセンター（２箇所） 

 月曜～土曜     ６：００開錠 

（日曜・祝日除く） １８：００施錠 

清掃事務所 

ゴミ集積スペース 

 毎日        ４：３０開錠 

          ２１：００施錠 

 


